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○
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

 
 

（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
金
額
）

（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
金
額
）

第
二
条　

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千
万
円
と

第
二
条　

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千
五
百
万

す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
建
築
工
事
業

円
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
建
築
工

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
八
千
万
円
と
す
る
。

事
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
七
千
万
円
と
す
る
。

 
 

（
法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
金
額
）

（
法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
金
額
）

第
七
条
の
四　

法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千

第
七
条
の
四　

法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千

万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
建
設
業
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
つ
た

五
百
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
建
設
業
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負

建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
八
千
万
円
と
す
る

つ
た
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
七
千
万
円
と

。

す
る
。

 
 

（
専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
）

（
専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
）

第
二
十
七
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
建
設
工
事
は

第
二
十
七
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
建
設
工
事
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
で
工
事
一
件
の
請
負
代
金

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
で
工
事
一
件
の
請
負
代
金

の
額
が
四
千
五
百
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に

の
額
が
四
千
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

あ
つ
て
は
、
九
千
万
円
）
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

て
は
、
八
千
万
円
）
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
金
額
） 

 

第
二
十
八
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

（
新
設
） 

一
億
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合

 

に
お
い
て
は
、
二
億
円
と
す
る
。
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（
監
理
技
術
者
の
行
う
べ
き
職
務
を
補
佐
す
る
者
） 

（
監
理
技
術
者
の
行
う
べ
き
職
務
を
補
佐
す
る
者
） 

第
二
十
九
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の

第
二
十
八
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次

 
 

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
同
一
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
工
事
現
場

（
同
一
の
特
例
監
理
技
術
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
工
事
現
場
の
数
） 

 
 

の
数
）

第
三
十
条　

（
略
）

第
二
十
九
条　

（
略
）

 
 

（
特
定
専
門
工
事
の
対
象
と
な
る
建
設
工
事
）

（
特
定
専
門
工
事
の
対
象
と
な
る
建
設
工
事
）

第
三
十
一
条　

（
略
） 

第
三
十
条　

（
略
） 

２　

法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千
五
百
万
円

２　

法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千
万
円
と
す

と
す
る
。

る
。

第
三
十
二
条　

（
略
）

第
三
十
一
条　

（
略
）

（
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
金
額
） 

 

第
三
十
三
条　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は

（
新
設
）

、
一
億
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
二
億
円
と
す
る
。

（
営
業
所
技
術
者
等
が
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の
職
務
を
兼
ね
る
こ

 

と
が
で
き
る
工
事
現
場
の
数
） 

 

第
三
十
四
条　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
一
と
す

（
新
設
）

る
。

 
 

（
登
録
の
有
効
期
間
）

（
登
録
の
有
効
期
間
）

第
三
十
五
条　

法
第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
に
お

第
三
十
二
条　

法
第
二
十
六
条
の
八
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る

。

。
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（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
手
数
料
）

（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
手
数
料
）

第
三
十
六
条　

法
第
二
十
六
条
の
二
十
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一

第
三
十
三
条　

法
第
二
十
六
条
の
十
九
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一

万
五
百
円
と
す
る
。

万
五
百
円
と
す
る
。

第
三
十
七
条
～
第
三
十
九
条　

（
略
）

第
三
十
四
条
～
第
三
十
六
条　

（
略
）

 
 

（
称
号
）

（
称
号
）

第
四
十
条　

（
略
） 

第
三
十
七
条　

（
略
） 

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
二
級

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
二
級

の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
称
号
に
そ
の

の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
称
号
に
そ
の

合
格
し
た
技
術
検
定
に
係
る
検
定
種
別
の
名
称
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

合
格
し
た
技
術
検
定
に
係
る
検
定
種
別
の
名
称
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条　

（
略
）

第
三
十
八
条　

（
略
）

 
 

（
受
検
手
数
料
等
）

（
受
検
手
数
料
等
）

第
四
十
二
条　

第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
受
検
手
数
料
の
額
は
、
次
の

第
三
十
九
条　

第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
受
検
手
数
料
の
額
は
、
次
の

表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一

表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一

次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
当

次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
当

該
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

該
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
つ
い
て
同
表
に
掲
げ
る
額
か
ら
国
土

当
該
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
つ
い
て
同
表
に
掲
げ
る
額
か
ら
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

交
通
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

検
定
種
目

一
級

二
級

検
定
種
目

一
級

二
級

第
一
次
検
定

第
二
次
検
定

第
一
次
検
定

第
二
次
検
定

第
一
次
検
定

第
二
次
検
定

第
一
次
検
定

第
二
次
検
定

建
設
機
械 

一
万
九
千 

五
万
七
千 

一
万
九
千 

 
建
設
機
械 

一
万
四
千 

三
万
八
千 

一
万
四
千 

二
万
七
千 

 
 

 
 

四
万
八
百
円

 
 

 
 

 

施
工
管
理

七
百
円

三
百
円

七
百
円

施
工
管
理

七
百
円

七
百
円

七
百
円

百
円

土
木
施
工 

 
 

 
 

土
木
施
工 

 
 

五
千
二
百
五 

五
千
二
百
五 

 

一
万
二
千
円

一
万
二
千
円

六
千
円

六
千
円

 

一
万
五
百
円

一
万
五
百
円

 
 

管
理

管
理

 
 
 
 
 
 

十
円

 
 
 
 
 
 

十
円

建
築
施
工 

一
万
二
千
三 

一
万
二
千
三 

六
千
百
五
十 

六
千
百
五
十 

建
築
施
工 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
八
百
円

一
万
八
百
円

五
千
四
百
円

五
千
四
百
円

管
理

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 
 
 

円

 
 
 
 
 
 
 
 

円

管
理
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電
気
工
事 

一
万
五
千
八 

一
万
五
千
八 

 
 

電
気
工
事 

一
万
三
千
二 

一
万
三
千
二 

 
 

 
 

 

七
千
九
百
円

七
千
九
百
円

 
 

 

六
千
六
百
円

六
千
六
百
円

施
工
管
理

百
円

百
円

施
工
管
理

百
円

百
円

管
工
事
施 

一
万
二
千
七 

一
万
二
千
七 

六
千
三
百
五 

六
千
三
百
五 

管
工
事
施 

 
 

五
千
二
百
五 

五
千
二
百
五 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
百
円 

一
万
五
百
円 

 
 
 
 
 
 
 

 
工
管
理

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 

十
円

 
 
 
 
 
 

十
円

工
管
理

十
円

 
 
 
 
 
 

十
円

電
気
通
信 

 
 

 
 

電
気
通
信 

 
 

 
 

 

一
万
四
千
三 

一
万
四
千
三 

七
千
百
五
十 

七
千
百
五
十 
 

 
 

 
 

工
事
施
工 

 
 

 
 

工
事
施
工 

一
万
三
千
円

一
万
三
千
円

六
千
五
百
円

六
千
五
百
円

 
 
 
 
 
 
 

百
円 

 
 
 
 
 
 

百
円 

 
 
 
 
 
 
 
 

円 
 
 
 
 
 
 
 

円 
 

管
理

管
理

造
園
施
工 

一
万
七
千
二 

一
万
七
千
二 

 
 

造
園
施
工 

一
万
四
千
四 

一
万
四
千
四 

 
 

 
 

 

八
千
六
百
円

八
千
六
百
円

 
 

 

七
千
二
百
円

七
千
二
百
円

管
理

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 

百
円

管
理

 
 
 
 
 
 

百
円

 
 
 
 
 
 

百
円

２　

（
略
）

２　

（
略
）

第
四
十
三
条
～
第
四
十
七
条　

（
略
）

第
四
十
条
～
第
四
十
四
条　

（
略
）

 
 

（
中
央
建
設
業
審
議
会
の
所
掌
事
務
）

（
中
央
建
設
業
審
議
会
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条　

中
央
建
設
業
審
議
会
は
、
法
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

第
四
十
五
条　

中
央
建
設
業
審
議
会
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

た
事
項
の
ほ
か
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
並
び
に
プ

律
第
四
十
八
号
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
並
び
に
プ
ラ

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

第
六
十
号
）
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

六
十
号
）
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
。

た
事
項
を
処
理
す
る
。

第
四
十
九
条
～
第
五
十
四
条　

（
略
）

第
四
十
六
条
～
第
五
十
一
条　

（
略
）
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〇
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
十
六
条　

（
略
）

第
二
十
六
条　

（
略
）

２　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等

２　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等

を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進

同
法
第
二
条
第
一
項

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進

同
法
第
二
条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十

の
政
令
で
定
め
る
独

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十

の
政
令
で
定
め
る
独

七
号
）
第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

立
行
政
法
人

七
号
）
第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

立
行
政
法
人

、
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条

、
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条

、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第

む
。
）
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第

二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項

二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３　

（
略
）

３　

（
略
）
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